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対　象▶令和３年１月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
　　　　世帯全員の収入が住民税非課税世帯相当水準以下となった世帯
申請受付期間▶９月30日㈮まで《当日消印有効》
給付額▶１世帯あたり10万円　※給付にあたっては、本市への申請が必要です。
提出書類▶
　①住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金（家計急変世帯分）申請書（請求書）
　②申請者の本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード〈表面〉、
　　年金手帳など）の写し
　③申請者の世帯の状況を確認できる書類（住民票など）
　④受取口座を確認できる書類の写し（通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など
　⑤簡易な収入（所得）見込額の申立書
　⑥「令和３年度中の収入の見込額（源泉徴収票、確定申告書など）または「任意の１か月の収入」
（給料明細など）」の状況を確認できる書類

　※①、⑤の申請書類は、市ホームページからダウンロードまたは社会福祉課窓口で入手できます。

新型コロナの影響で、家計が急変した世帯に
臨時特別給付金を10万円現金給付します

詳しくは 詩社会福祉課☎788－4933

詳しくは 詩環境対策推進課☎788－4925

本給付金は市役所へ
の申請が必要です。
住民税非課税世帯に
対する臨時特別給付
金を重複して受け取
ることはできません。

家計急世帯に該当
するかなど詳しく
は市HPを確認し
てください。

2050年ゼロカーボンシティの実現に向けてシリーズ

第１回　地球温暖化のメカニズム
　市では、地球温暖化対策の推進のため、国によ
るカーボンニュートラル宣言（2050年までに温
室効果ガス実質ゼロを目指すもの）の考えに沿
い、令和３年10月30日に「桶川市ゼロカーボン
シティ宣言」を表明しました。
　そこで、市では、地球温暖化対策への取り組み
を更に推進していくため、定期的に広報、ホーム
ページで情報を発信していきます。
　今回は「地球温暖化がなぜ起こるのか」につい
てです。

※温室効果とは・・・太陽からの熱（エネルギー）を
受け温まった地上から放射される熱により、地表と
宇宙の間にある大気を温め、地球上を一定の温度に
保つ役割のこと。この温室効果をもたらす気体を温
室効果ガスと言い、主な温室効果ガスとして、二酸
化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロンなどが
あります。

つまり、「温室効果」が
悪いわけではなく、温
室効果ガスが増えたこ
とで、温室効果が強ま
り、地球上の気温が上
りすぎることによる右
記のような弊害が問題
べに～

温室効果ガス　

❶太陽から届く
エネルギーで地
上が温まる

❸温室効果ガス
の濃度が上がる
と温室効果がこ
れまでより強く
なり、地上の温
度が上昇する

❷地上から放射
される熱を温室
効果ガスが吸
収・再放射して
大気が温まる

これが地球温暖化太　陽

地　球

気候変動による災害の
激甚化、海面の上昇、
生態系への影響、農水
産業への影響など

地球温暖化による影響

◆次回は「カーボンニュートラル」について、解説します。

▲桶川市ゼロカー
ボンシティ宣言に
ついて、詳しくは
こちら

令和３年10月以降に２回目の接種を終えた人の追加（３回目）接種のスケジュールをお知らせします。

追加（３回目）接種のスケジュールについて
新型コロナワクチン

【予約できる期間とワクチン】
予約期間追加日 新たに予約できるようになる期間 予約できるワクチン

４月12日㈫
午前９時から

５月２日㈪～８日㈰ ファイザー社
５月９日㈪～15日㈰ ファイザー社
５月16日㈪～22日㈰ 武田／モデルナ社
５月23日㈪～29日㈰ ファイザー社

詳しくは 詩健康増進課☎786－1855

※以降のスケジュールは、決定次第、市ホームページなどでお知らせします。

２回目接種完了日 接種券発送予定日 予約開始日

令
和
３
年

10月１日㈮～15日㈮ 発送済み ３月29日㈫
午前９時から

10月16日㈯～31日㈰ ４月７日㈭から順次 ４月12日㈫
11月１日㈪～15日㈪ ４月21日㈭から順次 接種券が届き次第、

予約できます。11月16日㈫～30日㈫ ５月９日㈪から順次
18歳以上
の人

小児（５～11歳）の１・２回目接種のスケジュール
詳しくは 詩健康増進課☎786－1855

新たに国から小児用新型コロナワクチンの供給スケジュールが示されたため、
４月20日㈬以降の本市の接種体制を以下のとおりお知らせします。
予約期間追加日▶４月１日㈮午前９時から
新たに予約できるようになる期間▶４月20日㈬～５月29日㈰
予約枠数▶約4,000回分
接種医療機関▶

※以降の体制については決定次第、
市HPなどでお知らせします。

※日により接種できる医療機関が異
なります。また、予約枠数の少な
い週がある場合もあります。

朝日内科歯科医院 桶川駅前こどもクリニック
栗原クリニック 豊 田 医 院

ベニバナファミリークリニック 渡 辺 医 院

⃝これまでの予約では、２回目の接種日も同時に
予約してもらう仕組みでしたが、接種対象者の
約８割が接種できるだけのワクチンが４月中に
供給されることが示されたため、４月１日㈮以
降は１・２回目の予約をそれぞれご都合の良い
日時から選択できるようになります。〈４月19
日㈫以前も空きがあれば自由に予約できます。〉
⃝４月１日㈮午前９時までは、２回目分のキャン
セルおよび再予約がコールセンターのみでの
対応となりますので、ご了承ください。

※３月31日㈭午後６時～４月１日㈮午前９時は、システム
メンテナンスを行うため予約できません。

※１回目の接種後、２回目の接種前に12歳の誕生日が来
る場合は、１回目の接種時の年齢に基づき、２回目も
１回目と同じ小児用のワクチンを接種します。
※12歳の誕生日の前日以降は、小児用のワクチンの１回
目接種はできません。これから12歳になる人はご注意
ください。
※接種に当たっては、保護者の同伴が必須となります。
※接種の際には、母子健康手帳も忘れずにお持ちください。

２回目分の予約やキャンセルについて その他の留意事項

4/1㈮
から

予約代行会場が
縮小します

　予約代行をベニバナウォーク桶川、坂田コミュニティセンター、
保健センターの市内３か所で実施していましたが、４月１日㈮か
ら保健センターのみでの受付となります。

※早ければ４月から12～17歳の追加接種を開始する方針が新たに国から示されました。
　詳細が分かり次第、市ホームページでお知らせします。
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足
立
遠
元
は
、
文
武
両
道
の
武
将
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
武
士

と
し
て
数
々
の
戦
で
功
績
を
あ
げ
、
鎌
倉

幕
府
の
官
僚
と
し
て
も
才
を
発
揮
し
た
こ

と
か
ら
も
推
測
で
き
ま
す
。

　

遠
元
が
本
格
的
に
歴
史
に
登
場
す
る
の

は
１
１
５
９
年
（
平
治
元
年
）
の
「
平へ
い

治じ

の
乱ら
ん

」
で
す
。
平
氏
一
門
が
権
勢
を
振

る
っ
て
い
た
当
時
、
そ
の
中
心
に
い
た
信し
ん

西ぜ
い

（
藤ふ
じ
わ
ら
の原
通み
ち

憲の
り

）
と
平
た
い
ら
の

清き
よ

盛も
り

を
倒
す
た

め
に
藤ふ
じ
わ
ら
の原
信の
ぶ

頼よ
り

と
源
み
な
も
と
の

義よ
し

朝と
も

（
源
頼
朝
の

父
）
が
手
を
結
び
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ

し
ま
す
。
足
立
郡※
１

司
で
あ
っ
た
遠
元
は
こ

の
時
、
南
関
東
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
源

義
朝
に
従
っ
て
参
戦
し
ま
す
。
こ
の
戦
い

で
武
功
を
あ
げ
た
遠
元
は
「
右う

馬ま
の

允じ
ょ
う

」
と

い
う
官
職
を
受
け
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
平
治
の
乱
は
、
平
氏
側
の
勝

利
に
終
わ
り
、
遠
元
ら
源
氏
側
は
敗
走
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
平
治
の
乱
後
に
平

　

鎌
倉
幕
府
を
支
え
た
13
人
の
家
臣
団
に

「
足
立
遠
元
」
と
い
う
人
物
が
お
り
、
大
河
ド

ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）に
も
登
場

し
ま
す
。
皆
さ
ん
は
足
立
遠
元
が
桶
川
に
ゆ

か
り
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

　

前
回（
広
報
お
け
が
わ
３
月
号
）に
引
き
続

き
、
足
立
遠
元
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

氏
は
勢
力
を
伸
ば
し
、
武
蔵
国
に
お
い
て

も
平
清
盛
の
子
・
知と
も

盛も
り

が
武む
さ

蔵し
の

守か
み

に
任
じ

ら
れ
、
遠
元
が
郡
司
で
あ
っ
た
足
立
郡
も

平
氏
の
支
配
下
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た

中
で
、
遠
元
も
歴
史
上
か
ら
し
ば
ら
く
姿

を
消
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

１
１
８
０
年
（
治
承
４
年
）
８
月
、
平

治
の
乱
に
敗
れ
伊い

豆ず
の

国く
に

（
現
在
の
伊
豆
半

島
、
伊
豆
諸
島
一
帯
）
に
流
刑
さ
れ
て
い

た
義
朝
の
子
・
源
頼
朝
は
、
平
氏
追
討
の

命
を
受
け
挙
兵
し
ま
す
。

　

相さ
が

模み
の

国く
に

石い
し

橋ば
し

山や
ま

に
お
い
て
一
度
は
敗
戦

し
た
も
の
の
、
真ま
な

鶴づ
る

か
ら
安あ

房わ
の

国く
に

（
現
在

の
千
葉
県
南
部
）
へ
逃
れ
、
上か

総ず
さ

氏し

や
千ち

葉ば

氏し

な
ど
在
地
の
武
士
を
味
方
に
つ
け
、

勢
力
を
増
し
な
が
ら
武
蔵
国
に
入
国
し
ま

し
た
。
こ
の
時
、
遠
元
は
、
豊と

島し
ま

氏し

や
葛か

西さ
い

氏し

と
と
も
に
真
っ
先
に
頼
朝
を
出
迎
え

加
勢
し
ま
し
た
。
こ
の
忠
誠
心
に
応
え
た

頼
朝
は
早
速
に
足
立
郡
を
遠
元
に
安あ
ん

堵ど

し

（
領
地
を
承
認
す
る
こ
と
）、
遠
元
は
足
立

郡
司
に
復
帰
し
ま
し
た
。

　

１
１
８
４
年
（
元
暦
元
年
）、
頼
朝
は

公
文
書
や
財
政
な
ど
政
務
の
中
心
を
司

る
「
公く

文も
ん

所じ
ょ

」
を
設
置
し
ま
す
。
こ
の
機

関
の
役
人
で
あ
る
「
寄よ
り

人う
ど

」
に
は
京
都
か

ら
優
秀
な
官
僚
た
ち
が
招
か
れ
ま
し
た
が
、

遠
元
は
武
蔵
武
士
と
し
て
唯
一
、
寄
人
の

一
人
に
異
例
の
抜
擢
を
受
け
、
政
治
に
参

画
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
遠
元
が
属
す
公
文
所
は
、
鎌

倉
幕
府
成
立
後
に
は
将
軍
の
「※
２

政ま
ん

所ど
こ
ろ

」
と

な
り
、
幕
府
の
中
枢
を
担
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

１
１
９
９
年
（
建
久
10
年
）
１
月
、
源

頼
朝
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
子
頼よ
り

家い
え

が
第

二
代
将
軍
と
な
り
ま
す
。
こ
の
時
に
、
幕

政
は
13
人
の
有
力
御
家
人
に
よ
る
合
議
制

の
上
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
と
言
わ
れ
る

人
た
ち
で
、
遠
元
も
そ
の
一
人
と
し
て
引

き
続
き
、
幕
政
の
中
心
を
担
っ
て
い
く
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

合
議
制
の
13
人
は
、
幕
府
内
部
に
政
変

が
起
こ
る
よ
う
に
な
る
と
、
失し
っ

脚き
ゃ
く

し
た
り

謀ぼ
う

殺さ
つ

さ
れ
た
り
と
、
徐
々
に
姿
を
消
し
て

い
き
ま
す
。

　

で
は
、
遠
元
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書
で
あ
る
「
吾あ

妻づ
ま

鏡か
が
み

」
に
よ
る
と
、
１
２
０
７
年
（
建
永
２

年
）
の
記
述
を
最
後
に
遠
元
の
名
は
見
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。
１
２
１
１
年
以
降
は

遠
元
の
息
子
「
足
立
八は
ち

郎ろ
う

元も
と

春は
る

」
の
名
が

登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、
子
へ
と
職
を
継

い
だ
遠
元
は
、
こ
の
頃
す
で
に
没
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

遠
元
は
、政
変
が
続
く
激
動
の
鎌
倉
初
期

に
、
地
位
を
失
う
こ
と
な
く
幕
府
の
宿し
ゅ
く

老ろ
う

と
し
て
天
寿
を
全
う
し
た
武
将
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
文
武
に
優
れ
た
稀
代
の
武
蔵
武
士

足
立
遠
元
は
、
同
時
に
優
れ
た
処
世
術
の

持
ち
主
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
足
立
遠
元
は 

　
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
？

詳しくは 詩文化財課・歴史民俗資料館
　　　　　☎786－4030

～実はこの人、鎌倉殿を支えた
　１３人の合議制の一人なんです～

足立遠元
あ も　とと　おだ　ち

桶川にゆかりの武蔵武士

後編
「平治物語絵巻」三条殿夜討　ボストン美術館所蔵。平治の乱（1159年）

※1  郡司：郡を治める地方官
※2  財政や政務を行う所


